
手順①
【事業の企画・立案の検討】
　○市役所企画調整課　協働・男女参画室の担当職員が相談を承ります。
　○ご相談、ご意見などお待ちしています。

手順②
【事業申請から交付決定まで】
　○申請書等の提出（申請者→市役所）

《提出いただく書類》
（１）男女共同参画社会づくり推進活動支援補助金交付申請書（第 1 号様式）
（２）男女共同参画社会づくり推進活動事業計画書（第 2 号様式）
（３）定款、規約その他これらに準じる書類
（４）構成員の名簿
・その他、判子、通帳など振込先がわかるもの（市に債権者登録が済んでいる場合は不
要です）が必要です。
《提出先》
・会津若松市役所　企画調整課　協働・男女参画室
《提出期限》
・事業実施の１ヶ月前まで

※概算払いが必要な場合は下記の書類もあわせて提出が必要となります。
・男女共同参画社会づくり推進活動支援補助金概算払請求書（第 6 号様式）

　○申請内容の確認・決定・通知（市役所→申請者）

・事業内容及び団体の要件等の確認を行ったうえで、交付決定後、申請者に通知（郵
送）します。交付決定後に変更がある場合は、必ず市役所にご相談ください。

※概算払い請求を行った場合は、事業実施前に指定口座へ交付決定額全額を振り込みま
す。

　○事業の実施
・計画書に則り事業を実施してください。

手順③
【事業完了の報告及び補助金の請求】
　○実績報告及び補助金の請求（申請者→市役所）（事業完了後速やかに）

《提出いただく書類》
＜実績報告＞
（１）男女共同参画社会づくり推進活動事業実績報告書（第 4 号様式）
（２）成果報告書（任意様式）
（３）収支決算書・対象経費の領収書のコピー
（４）証拠書類（写真等、必要とする場合）
＜補助金請求＞
（１）男女共同参画社会づくり推進活動支援補助金交付請求書（第 5 号様式）

※概算払いを行った場合は、上記交付請求書に代えて、下記の書類を提出してください。
・男女共同参画社会づくり推進活動支援補助金精算書（第 7 号様式）

　○補助金の交付
請求後１ヶ月以内をめどに、指定口座へお支払いします。

＜備考＞
●補助金の交付を受けた補助対象者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整理
し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して      5      年間保存してください。  
●実績報告の内容を、会津若松市ホームページ等で公表します。

詳しいお問合せ先
会津若松市役所　企画調整課　協働・男女参画室　 TEL39-1405

補助金の申請から交付までの手順について

＜会津若松市男女共同参画社会づくり推進活動支援補助金＞
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①事業実施1ヶ月前までに申請　 申請書

添付書類○交付申請書（様式第1号）
○事業計画書（様式第2号）
○定款、規約等
○構成員の名簿
その他、判子、通帳など

②交付決定通知交付決定
通知書

※申請内容を変更・中止する場合は申請が必要
計画変更

承認申請書

③事業計画に則り事業を実施

④事業完了後実績報告
　及び補助金交付請求

実績報告書
交付請求書

添付書類
○実績報告書（様式第4号）
○成果報告書（任意様式）
○収支決算書（任意様式）
○対象経費の領収書のコピー
○証拠書類（写真など）
○交付請求書（様式第5号）

⑤補助金支払い

会津若松市男女共同参画社会づくり推進活動支援補助金

書類の作成で不明な点や概算払いを希望する場合には、
会津若松市役所企画調整課協働・男女参画室にご相談ください。
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